
事 務 連 絡

令和４年６月10日

各都道府県農林水産主務部長 殿

農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課長

大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課長

農 産 局 地 域 対 策 官

林 野 庁 林 政 部 経 営 課 長

林 野 庁 林 政 部 木 材 産 業 課 長

林 野 庁 林 政 部 木 材 利 用 課 長

水 産 庁 漁 政 部 加 工 流 通 課 長

薪、木炭等の燃焼により生じる灰の食品の加工及び調理への利用自粛

の再周知について

平素より農林水産行政の推進につき御理解と御協力を賜り、厚くお礼申し上

げます。

さて、食品中の放射性物質に関する「検査計画、出荷制限等の品目・区域の

設定・解除の考え方」（平成23年8月4日原子力災害対策本部決定）に定められ

た17都県（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木

県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及

び静岡県。以下「17都県」という。）において採取される原料、採取された原

料から生産された薪、木炭等の燃焼により生じる木灰につきましては「薪、木

炭等の燃焼により生じる灰の食品の加工及び調理への利用自粛について」（平

成24年２月10日付け23林政経第301号)により、食品の加工及び調理（製麺、ア

ク抜き、凝固剤等）に用いないことを貴都道府県の一般消費者、飲食店及び食

品製造業者に御周知・御指導くださいますようお願いしているところです。

福島第一原子力発電所の事故から10年以上が経過し、森林内の放射性物質に

ついては、その多くが土壌に移行し、樹木に含まれる割合は小さくなっている

ことが明らかになっているところです。しかし、薪、木炭等の燃焼により生じ

る木灰については、薪、木炭等に含まれる放射性セシウムの約９割が濃縮され

て残存することから、別途、一般廃棄物の基準に対応して設定した指標値（薪

40Bq/kg、木炭280Bq/kg）※を下回る薪、木炭等であっても、その燃焼灰を用

いた加工及び調理の方法によっては、食品が現在の一般食品の基準値である



100Bq/kgを超過するおそれがあります。

※当該指標値については、今年度以降、薪及び木炭における放射性セシウム濃度の実

態調査を予定。

このような状況にある中、近年、木灰の利用自粛に関して一般消費者や食品

製造業者等における認識が薄れてきていることが懸念されるところです。

このため、安全な食品の供給を確保する観点から、改めて貴都道府県内の関

係機関、関係団体等に対し、17都県から採取された薪等の燃焼により生じた木

灰の利用自粛について、御周知・御指導くださいますようお願いいたします。

なお、関係する全国団体に対しては、別添により別途文書を発出しているこ

とを申し添えます。

【参考１】「薪、木炭等の燃焼により生じる灰の食品の加工及び調理への利用

自粛について」（平成24年２月10日付け23林政経第301号)

【参考２】「調理加熱用の薪及び木炭の当面の指標値の設定について」（平成2

3年11月２日付け23林政経第231号）

【参考３】「『調理加熱用の薪及び木炭の放射性セシウム測定のための検査方

法』の制定について」（平成23年11月18日付け23林政経第244号)

問い合わせ先

【薪、木炭、山菜に関すること】

林野庁林政部経営課特用林産対策室

特用林産指導班、特用林産企画班

代表 03-3502-8111（内線6086）

ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 03-3502-8059

【木材製品に関すること】

林野庁林政部木材産業課

木材放射性物質影響調査班

代表 03-3502-8111（内線6100）

ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 03-6744-2290

【木質バイオマスに関すること】

林野庁林政部木材利用課

木質バイオマス推進班

代表 03-3502-8111（内線6121）

ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 03-6744-2297



【食品の加工に関すること】

新事業・食品産業部食品製造課

食品第２班

代表 03-3502-8111（内線4112）

ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 03-3502-5747

新事業・食品産業部外食・食文化課

外食産業企画班

代表 03-3502-8111（内線4353）

ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 03-6744-2053

【こんにゃくに関すること】

農産局果樹・茶グループ

地域作物第３班

代表 03-3502-8111（内線4996）

ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 03-6744-2512

【水産加工品に関すること】

水産庁漁政部加工流通課

加工振興班

代表 03-3502-8111（内線6615）

ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 03-6744-2349



２３食産第３２４１号

２３生産第５７００号

２３林政経第３０１号

２３水漁第１７９４号

平成２４年２月１０日

各都道府県農林水産主務部長 殿

農林水産省食料産業局食品小売サービス課長

（食品産業政策課題検討チーム長）

生 産 局 農 産 部 地 域 作 物 課 長

林 野 庁 林 政 部 経 営 課 長

林 野 庁 林 政 部 木 材 産 業 課 長

林 野 庁 林 政 部 木 材 利 用 課 長

水 産 庁 漁 政 部 加 工 流 通 課 長

薪、木炭等の燃焼により生じる灰の食品の加工及び調理への利用自

粛について

このことについては、「調理加熱用の薪及び木炭の当面の指標値の設定につ

いて」（平成23年11月２日付け23林政経第231号林野庁林政部経営課長及び木材

産業課長通知）等により、当面の指標値を超える薪及び木炭の生産、流通及び

利用がなされないよう検査の実施をはじめとする各般の取組に御尽力いただい

ているところです。

こうした中、放射性物質を含む薪を燃焼した際に生じた灰を用いて食品の加

工を行い、当該食品から放射性セシウムが検出される事例が発生したところで

す。

この事例では、食品の暫定規制値の超過はみられませんでしたが、安全な食

品の供給を確保する観点から、下記について別添のとおり関係団体に対し通知

したのでお知らせします。また、このことについて、貴都道府県内の関係者に

御周知・御指導いただきますようお願いいたします。

記

参考１



１．周知・指導の対象者

一般消費者、飲食店及び食品製造業者

２．周知・指導の内容

３に示す薪及び木炭等（以下「薪等」という）の燃焼によって生じた灰を、

食品の加工及び調理に用いないこと（製麺、アク抜き、凝固剤等）。

３．対象とする薪等

食品中の放射性物質に関する「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定

・解除の考え方」（平成23年８月４日原子力災害対策本部決定）に定められ

た総理指示対象自治体及びその隣接自治体の17都県（青森県、岩手県、宮城

県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、

東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県。以下「17都県」と

いう。）から採取される原料、採取された原料から生産された薪等及び17都

県で保管された薪等。

ただし、次に掲げるものは対象外とします。

① 平成23年３月11日以前に生産され、シートをかける等風雨にあてない

状態で保管されていた薪等

② 平成23年３月12日以降に生産された薪等であって、原料の全てが次の

いずれかに該当し、シートをかける等風雨にあてない状態で保管され、

かつ当該原料により生産された薪等についてもシートをかける等風雨に

あてない状態で保管されていたもの

・ 平成23年３月11日以前に採取されたもの

・ 17都県以外の地域において採取されたもの



問い合わせ先

【薪、木炭、山菜に関すること】

林野庁林政部経営課特用林産対策室

特用林産指導班、特用林産企画班

代表 03-3502-8111（内線6086）

ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 03-3502-8059

【木材製品に関すること】

林野庁林政部木材産業課

生産加工班

代表 03-3502-8111（内線6102）

ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 03-6744-2292

【木質バイオマスに関すること】

林野庁林政部木材利用課

木質バイオマス対策班

代表 03-3502-8111（内線6121）

ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 03-6744-2297

【食品の加工、流通に関すること】

食料産業局食品小売サービス課

外食産業室 企画調整班

代表 03-3502-8111（内線4150）

ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 03-3502-8267

【こんにゃくに関すること】

生産局農産部地域作物課

地域作物第３班

代表 03-3502-8111（内線4845）

ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 03-6744-2117

【水産加工品に関すること】

水産庁漁政部加工流通課

加工振興班

代表 03-3502-8111（内線6614）

ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 03-3502-8203



各都道府県林産担当部長 殿

2 3林政経第2 3 1号
平成2 3年11月2日

林 野 庁 林 政 部経営課長
林野庁林政部木材産業課長

調理加熱用の薪及び木炭の当面の指標値の設定について

このことについては、 「 きのこ生産資材用のおが粉等並びに調理加熱用の薪
及び木炭の安全確保の取組について」（平成23年8月12日付け23林政経第181号
林野庁林政部経営課長、 木材産業課長通知）により、 薪や木炭に含有する放射
性物質の食品への付着の程度に係る知見を踏まえて追ってお示しすることとし
ていたところです。 この知見を得るために実施した調査において、 薪及び木炭
での調理加熱により、放射性物質は食品には2％以下しか移動しませんでした。

一方、 薪及び木炭の燃焼灰は放射性物質の濃度が高くなるとの知見が得られ
たため、 今回は、 薪及び木炭の燃焼灰がセメント等で固化する等の対策を講
じることなく一 般廃棄物最終処分場での埋立処分が可能な放射性物質の濃度

8, 0 0 0ベクレル／kg以下となる薪及び木炭の取扱いについて、 下記1の
とおり当面の指標値を設定することとしました。

つきましては、 当該指標値を超える調理加熱用の薪及び木炭が生産、 流通、
使用されることのないよう、 下記2により、 薪及び木炭の生産者や流通関係者
に御周知・御指導いただきますようお願いいたします。

なお、 今回の指標値については当面のものであって、 新たな知見の集積等に
より、 今後値を変更することも含めて改めて設定するものであること、 また、
今回の当面の指標値に基づく具体の検査方法については追ってお示しする予定
であることを申し添えます。

記

1.調理加熱用の薪及び木炭の当面の指標値（放射性セシウムの濃度の最大値）
(1)薪

40ベクレル／kg（乾重量）
(2)木炭

280ベクレル／kg（乾重量）

参考２





各都道府県林産担当部長 殿

2 3林政 経第2 4 4号
平成2 3年1 1月1 8日

林 野庁林政部経営課 長
林野庁林政部木材産業課長

「調理加熱用の薪及び木炭の放射性セシウム測定のための検査方法」
の制定について

先般、 「調理加熱用の薪及び木炭の当面の指標値の設定について」（平成2 3 
年1 1月2日付け2 3林政経第2 3 1号林野庁林政部経営課長、 木材産業課長
通知）により、 調理加熱用の薪及び木炭の当面の指標値を定めたところです。

これに関連して、 今後、 薪及び木炭に含有する放射性セシウムの当面の指標
値への適合性を判断するための検査が的確かつ適正に進められるよう、 別添の

とおり 「調理加熱用の薪及び木炭の放射性セシウム測定のための検査方法」を
定めましたのでお知らせいたします。

つきましては、 当該検査方法により適切な検査が実施され、 指標値を超える

薪及び木炭が生産、 流通、 使用されることのないよう、 薪及び木炭の生産者や
流通関係者に御周知・御指導いただきますようお願いいたします。

問い合わせ先
林野庁経営課特用林産対策室
特用林産指導班、 特用林産企画班
代表 03-3502-8111 （内線6086)
タ，， イヤルイン 03-3502-8059'

参考３

















様式A　(薪の検査を実施する場合） 提出日：　　年　　月　　日
生産者・流通関係者共通

１　検査結果

２　試料（１ロット）に関する情報

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

３　検査体制に関する情報

＊　分析機関から聞きとるなどして記載する。

４　分析機関発行の結果報告書の写しを添付

分析機関名 分析機器名 分析機器の精度の確保

（例）
（財）○○センター

・ゲルマニウム半導体検出器（○○社製　AB-500）
標準線源を用いて毎週１回確認・校正を行ってい
る。

○○県△△市□□町１－２－３

担当者氏名

①生産者

②流通関係者

△△森林組合

○○県△△市内（□□町、××町、☆☆町）

○○　○ 電　　話 ○○○－○○○－○○○○

〃

検査実施主体区分
(該当するものいずれかに○を記入してくだ
さい)

検査実施者名

検査実施者所在地

○

検査実施者の担当者氏名及び連絡先

生産者名

生産地

〃 H23.2 〃 〃
H23.2～
H23.11

〃

〃 H22.11
○○県△△市

××町
〃

H22.12～
H23.10

薪検査結果等報告書

○○県△△市
××町

〃

△△森林組合

〃

〃 H23.1 〃 〃
H23.1～
H23.12

〃 〃

〃 H22.12 〃 〃
H23.1～
H23.12

〃

〃

〃 H22.12 〃 〃
H23.1～
H23.12

〃 〃

〃 H22.12 〃 〃
H23.1～
H23.10

〃

〃

〃 H22.12
○○県△△市

☆☆町
〃

H23.1～
H23.10

○○県△△市
☆☆町

〃

H23.11.25

〃 〃

〃 H23.2 〃 〃
H23.2～
H23.11

〃

定量下限値

合計

セシウム１３７

検査年月日

〃 H22.12 〃 〃
H22.12～
H23.11

放射性セシウムの核種

セシウム１３４

検査結果等（Bq/kg）＊
分析値

№ 備考

コナラ H22.11
○○県△△市

□□町
屋外でシートを
かけずに保管

H22.11～
H23.10

○○県△△市
□□町

屋外でシートを
かけずに保管

原料名
(樹種名)

原料（原木）

原木伐採時期 原木伐採場所 原木保管方法

製品（薪）

薪生産（乾燥）
時期

薪生産（乾燥）
場所

薪保管方法



様式Ｂ　(木炭の検査を実施する場合） 提出日：　　年　　月　　日
生産者・流通関係者共通

１　検査結果

＊　シンチレーションスペクトロメータによる検査結果等の分析値及び定量下限値は、セシウム134及びセシウム137の合計値だけを記載。

２　試料（１ロット）に関する情報

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

３　検査体制に関する情報

＊　分析機関から聞きとるなどして記載する。

４　分析機関発行の結果報告書の写しを添付

木炭検査結果等報告書

検査実施主体区分
(該当するものいずれかに○を記入してくだ
さい)

○ ①生産者

②流通関係者

検査実施者名 △△木炭生産組合

検査実施者所在地 ○○県△△市□□町４－５－６

検査実施者の担当者氏名及び連絡先 担当者氏名 ○○　○ 電　　話 ○○○－○○○－○○○○

生産者名 ○○　○○　ほか９名

生産地 ○○県△△市内（□□町、××町、☆☆町）

検査年月日 放射性セシウムの核種
検査結果等（Bq/kg）＊
分析値 定量下限値

H23.11.22

セシウム１３４

セシウム１３７

合計

№
原料名
(樹種名)

原料（原木） 製品（木炭）

備考
原木伐採時期 原木伐採場所 原木保管方法 木炭生産時期 木炭生産場所 木炭保管方法

コナラ・
ミズナラ H23.1

○○県△△市
□□町

屋外でシートを
かけずに保管

H22.3
○○県△△市

□□町
屋外でシートを
かけずに保管

〃 H23.2 〃 〃 H23.4 〃 〃

〃 H22.2 〃 〃 H23.4 〃 〃

〃 H22.3 〃 〃 H23.3 〃 〃

〃 H22.3 〃 〃 H23.4 〃 〃

〃 H22.2
○○県△△市

××町
〃 H23.3

○○県△△市
××町

〃

〃 H23.2 〃 〃 H23.3 〃 〃

〃 H23.3 〃 〃 H23.4 〃 〃

〃 H23.2
○○県△△市

☆☆町
〃 H23.3

○○県△△市
☆☆町

〃

〃 H23.2 〃 〃 H23.3 〃 〃

分析機関名 分析機器名 分析機器の精度の確保

（例）
（財）○○センター

・ゲルマニウム半導体検出器（○○社製　AB-500）
・NaI(Ｔｌ)シンチレーションスペクトロメータ
（□□社製　Z-0X）

標準線源を用いて毎週１回確認・校正を行ってい
る。




